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Ⅶ．案 件

第１．会議録の承認

１．令和４年浦安市教育委員会第２回定例会会議録の承認について

第２．教育長からの一般報告

第３．審議事項

議案第１号 「浦安市いじめ防止基本方針」の点検・評価(令和３年度)について

第４．協議事項

１．(仮称)浦安アートプロジェクト事業について

第５．報告事項

１．教育委員会共催・後援行事一覧

２．令和３年度教育相談実施報告について

３．令和４年度浦安市教育委員会学校訪問実施要項

４．令和４年度浦安市教育委員会幼稚園・認定こども園計画訪問実施要項

５．令和４年度産業医及び健康管理医の配置について

６．令和４年度学校医、学校歯科医、学校薬剤師の配置について

７．令和３年度第２回浦安市学校給食センター運営委員会議開催報告

８．令和３年度青少年自立支援未来塾開催報告

９．令和３年度市民大会実施競技開催報告

10．令和４年度市民大会実施競技開催案内

第６．教育委員からの一般報告

第７．その他
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開 会 （午後３時00分）

鈴木教育 長 これより、令和４年度浦安市教育委員会４月定例会を始める。

議事に入る前に、案件の追加について、委員の皆様にお諮りする。議

事の第７．その他に、令和４年浦安市教育委員会第１回臨時会の議案に

対する皆様からの質疑及び回答についてを追加することで、承認いただ

けるか。

（「はい」の声あり）

鈴木教育 長 異議がないので、議事の第７．その他に、令和４年浦安市教育委員会

第１回臨時会の議案に対する質疑及び回答についてを本日の案件に追加

する。

それでは、議事に入る。議事の第１．会議録の承認である。令和４年

浦安市教育委員会第２回定例会会議録について、承認いただけるか。

（「はい」の声あり）

鈴木教育 長 ありがとうございます。異議がないので、令和４年浦安市教育委員会

第２回定例会会議録については承認された。なお、会議録の承認に当た

り、会議録の署名を吉野委員にお願いする。

次に、議事の第２．教育長からの一般報告に移る。私から報告する。

新型コロナウイルス感染症の発生から丸２年が経過し、今なお終息が

見えない中、令和４年度が始まった。本市においては、まだ散り終えて

いない桜の花が迎える中、幼稚園、こども園、小中学校の始業式を終え、

１学期がスタートした。年度当初の教育委員会会議に当たり、挨拶申し

上げる。

私も教育長職２期目の５年目になる。今回は、醍醐前教育総務部長が

教育次長という特命を帯びた職に就き、また、両部長も代わり、大幅な
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異動となった。私も含め、新たな体制で教育行政を推進していくので、

１年間よろしくお願いしたい。

それでは、年度の始めであるため、児童生徒数、教職員数及び入学式

等の学校生活のスタートについて紹介する。

まず、小中学校の児童生徒、教職員数だが、４月１日現在、児童数は

8,399名で、前年度比211名の減、生徒数が3,740名で、47名の減となって

いる。合わせて、１万2,139名の子ども達、前年度比258名の減となって

いる。

次に、学級数だが、小学校は特別支援学級も含めて297学級で、昨年と

比べて11学級の減、中学校は124学級で、１学級の増となっている。

また、県費負担教職員だが、小学校438名、中学校248名の合計686名と

なっている。このほかにも県費講師は、57名の配置である。全国的に先

生の数が足りないということだが、本市の場合は、現在、学級担任につ

いて欠員はない。ただし、本市が県からもらっている定数という中では、

若干足りない部分がある。例えば、中学校の国語は、今１名足りないと

いう状況、それから、小学校では、いわゆる加配の教員の部分がまだ５

名ほど足りないという状況である。ただし、先ほど述べたように、担任

がいないということはない。このような体制でスタートする。

次に、入学式、入園式だが、明日、小学校の入学式、11日月曜日が中

学校の入学式、12日火曜日が幼稚園、こども園の入園式、そして小中学

校２年生以上は給食が始まる。１週間後の19日の火曜日から小学校１年

生も給食が開始する。なお、入学式だが、ここ２年、同様の体制でやっ

ているが、来賓の出席はなし、関係する保護者は２名以内、在校生の参

加は学校規模と学校長の裁量となっている。

子ども達は今日、恐らく担任発表、学級の発表である。この間の新聞

記事では、小学校２年生の子から、「新しい環境になじめるかな、しば

らく心配だな」という声があったと、掲載されていた。新学期は担任の

交代やクラス替えがあることも多い。特に本市の場合は、全ての学校が

毎年、クラス替えをしている状況である。友人関係が替わったり、また、

学年が上がれば当然、勉強、学習内容が難しくなったりするなど子ども
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達の学校生活も大きく変化する。変化の大きい新学期を乗り切るために

は、ふだん以上に子どもの様子を注意して見守り、ちょっとした変化に

も気づけるようにしてほしいと、校長先生から全職員に伝えるよう、校

長会議で話したところである。

続いて、新任式についてである。今年度は４月５日の火曜日に、感染

症対策のためオンラインで実施した。転入教職員、いわゆる他市から浦

安市に来た先生方は、小学校は13名で、昨年より１名減、中学校は７名

で、３名減、合計で20名である。それから新規採用教職員だが、小学校

は12名で、昨年より２名減、中学校は14名で、10名増、合計26名となっ

ている。新規採用者について、昨年度も話したと思うが、浦安出身の子

ども達が大分増えてきたのだが、今年は少し少なかった。それでも、26

名中15名が、浦安での講師経験があったり会計年度任用職員であったり

と、浦安に関わりのある新規採用教職員であった。これもうれしい限り

である。

校長会議の席でも、私は令和４年度は、リセット、再スタートの年と

位置づけて推進していきたい、教育行政を推進していきたいという話を

した。本市はこれまでトップランナーとして、国に先駆けて様々な取組

を推進してきた。多くの人的資源の配置、特色ある学校教育活動を推進

するための補助金、そして施設設備の充実は、全国的にも公立学校では

群を抜いていると自負しているところである。令和４年度は、新型感染

症の影響を受けた２年間の経験を生かしつつ、リセット、再スタートの

年と捉え、情報教育の充実、個別や少人数教育、特別支援教育のさらな

る充実を図り、また、本市ならではの小学校の教科担任制の拡充、教育

課程、カリキュラムの独自性などにも校長会とともに取り組んでいきた

いと考えている。

新規採用の先生方には、「教育界では、ブラック企業とよく言われて

いるが、これは、私は誤った見方だと思う。１面だけで捉えて定義づけ

たり、概念化を図ったりする手法は誤った見方、考え方だと思う。事務

職も含めて、教職ほどやりがいのある職業はないだろう。それは目の前

の子ども達の成長を間近で見られ、肌で感じられるからである。一つ一
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つの業務、仕事が全て子どものため、また、人のためになっているから

である。しかし、それだけに責任は重い。でも安心してほしい。人を育

てることは１人ではできないし、やってはいけない。校長をはじめ、先

輩職員、同僚の職員、周りの人の助けを借りて一緒にやり遂げるのであ

る。苦しくなったら、いいえ、苦しくなる前に人の助けを借りてほしい。

自立とは人に頼ることができることを言う。自立した教職員になること

を期待している。」という話をしたところである。

今年度も感染症対策を講じながら、２年間の実践経験を生かし、工夫

して学校教育、生涯学習、スポーツの推進に努めてまいりたいと思うの

で、委員の皆様にはこれまで同様、貴重な意見をいただけるようお願い

したい。本年度もどうぞよろしくお願いしたい。

それでは、議事の第３．審議事項に移る。議案第１号 「浦安市いじ

め防止基本方針」の点検・評価（令和３年度）についてを議題とする。

事務局より説明を求める。

石川指導課長 それでは、「浦安市いじめ防止基本方針」の点検評価（令和３年度）

を御覧いただきたい。

表の左端は、浦安市いじめ防止基本方針に示した評価項目、表の中央

はそれに係る取組の実施状況、表の右側は、白丸で成果、黒三角で課題、

星印で今後の方向性を示している。また、各ページにある、太い線でく

くったところが令和３年度の重点に対する振り返りとなっている。そし

て、二重線でくくったところが令和４年度の重点度を考えている項目で

ある。

令和３年度の成果を整理すると、道徳の時間において、いじめにつな

がる内容やいじめ防止に関する内容を取扱い、いじめを許さないという

意識の定着や、自他の尊厳と命を大切にする心情を高める取組を行った。

各学校において、いじめ防止に関する様々な取組が実施され、生徒指導

主任会議で情報共有ができた。国や千葉県の研修体系に倣い、市の研修

や会議を実施し、参加者が研修内容を自校での指導に活用することがで

きた。
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以上の３点である。

今年度の課題としては、自傷行為や暴力行為の増加が見られ、自己肯

定感を高める取組について一層の充実を図る必要があり、学校経営力を

高めるとともに、心の教育における実践力を身につける必要があること、

いじめのメール相談について、学校だよりや通知文を通じて周知を行っ

ているものの、利用件数が少ないことなどが挙げられる。

そこで、令和４年度は、次のことを重点にして取り組みたいと考えて

いる。１ページ目、道徳の時間や学校行事等において、いじめにつなが

る内容や、いじめ防止につながる内容を取り扱うとともに、誰もが安心

して生活できる居場所づくりを推進し、自他を尊重する心の育成を図っ

ていく。

３ページ目、学力の向上と心の教育を両輪として、教師の指導力が向

上するような研修を計画する。

４ページ目、いじめメール相談の名称を「いじめ教えてメール相談」

に変更し、いじめの当事者だけでなく、いじめを発見した他者からも相

談しやすい環境を整え、早期発見につなげる。

説明は以上である。

鈴木教育 長 ただいま説明がなされた議案第１号についての質疑を行う。

まず、私のほうから、いじめ問題対策の調査委員会の中で、最後のい

じめを受けている当事者だけがメールを受けるのではなく、第三者の人

たちが、いじめを見たから何とかしてと、そういうことを受け付けるた

めに名称を変えたということだったかと思う。そのとき、委員の皆さん

から、メールの手続に面倒があるのではないのかということが出たかと

思うが、対策調査委員会では、どのようにするという話であったか。

醍醐教育次長 意見を出すところの入り口が分かりにくいという趣旨の話だったかと

思う。できる限り、あまり作業をせずとも出せる、あるいは、カテゴリ

ー分けをするだとか、出したい文言をはじめから用意するだとか、そう

いった工夫を今後していきたいと思う。
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鈴木教育 長 ありがとうございました。どうも今の子ども達は、メールよりもＳＮ

Ｓ、ラインなどであればやりやすいが、メールを打つには手続が面倒な

ため、しないのではないか、ということが委員の皆さんからの意見だっ

た。そこは改善しないといけないだろう。

それから、いじめを見つけたというメールを入れてもらったとき、そ

の後、教育委員会はどのような対応をするのかというところを明確にし

たほうがいいということだった。今までは、僕がいじめられているとか、

親がうちの子がいじめられているという相談だったから、その場で、そ

の相談に対応していたが、今度は、うちの学校の誰々君がいじめられて

いるというメールが入ったとき、どういう対応をするのかということを

明確にしないと、メールを入れても何も対応してくれないのだとなって

しまう。そこの部分、指導課長、もう一度、整理してほしい。今、教育

次長が話したように、手続ももう少し簡素化して、なおかつ、相談した

らどういうルートで返せるかということを明らかにしてほしいと思う。

宮 道 委 員 今の教育長の話に補足する形になるが、例えば、今回本人からの相談

というだけではなく、見たよというのを拾っていくという形で、幅を広

げたという意味では非常にいい取組であると感じている。これまでも利

用件数がなかなか増えないという話がよく出てきているが、まず、それ

はそれとして、私はこういう窓口になること自体が、１つは非常にいい

ことであると思う。

そのときに、今、教育長が話したわけであるが、例えば、密告ではな

いが、そういったことでなかなか話しづらいという声が出てくると思う

ので、受けてから手続をどうするかということを分かりやすくまとめて

示すとともに、誰からの情報元だということは、例えば現場には伝えま

せんということをしっかりと伝えるなど、その辺りのルールを決めて、

相談しやすい環境を作っていけたらいいかと思う。

鈴木教育 長 ありがとうございました。なかなか、僕いじめられているということ

は、プライドがあって言えないと思う。だが、誰かが見てくれている。
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自分では助けられないが、メールで情報を入れることで、あの子を助け

てあげたい、私は良い取組だと思っているので、周知をしっかりもう一

度やっていきたいと思っている。

影 山 委 員 私も非常に良い取組だと思う。実際、その当事者でなくても第三者が

言えるというのは、ある意味、早期発見につながるのではないかと期待

している。その上で、“浦安 いじめ”で検索をかけて、どういう形で

つながるか確認した。

まず初め、いじめ100当番という浦安市のホームページにつながると思

うが、そこの文章がまだ変わっていなかったのか、当事者向けにしか書

かれていないような形であるため、可能であれば、そういう見たという

生徒も、報告できるような、誘導するような形で文章を書いてもらいた

いというのが１つである。

もう１点、申し込みフォームからいくと思うが、そこで氏名が必須に

なっている。そこを微妙にどうするかということは、場合によっては匿

名でのメールも受け付けることもありでいいのではないかという気がす

る。

鈴木教育 長 ありがとうございました。影山委員に指摘されたことは、いじめ対策

調査委員会でも、同じようなことを指摘された。先ほどの宮道委員では

ないけれども、誰が言ったかということになると、またハードルが高い。

ただ、難しいのが、匿名で、本当なのかどうかという部分もあり、現在、

精査している、協議しているところであるため、今の影山委員の意見も

参考に、至急進めていきたいと思っている。

それでは、議案第１号の採決を行う。議案第１号について事務局の説

明のとおりこれを承認することでよろしいか。

（「はい」の声あり）

鈴木教育 長 ありがとうございます。異議がないので、議案第１号 「浦安市いじ
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め防止基本方針」の点検評価（令和３年度）については承認された。

次に、議事の第４．協議事項に移る。協議事項１．（仮称）浦安アー

トプロジェクト事業についてを議題とする。

事務局より説明を求める。

北嶋生涯学習課長 （仮称）浦安アートプロジェクト事業について説明する。資料、３ペ

ージから４ページを御覧いただきたい。

この事業については、文化芸術の振興事業として、市民のまちへの愛

着や誇りを醸成するとともに、まちの魅力向上を図るため、東京藝術大

学との連携によるアートプロジェクトを企画、実施するものである。

日常や地域の中で、創造されるアートは日々の生活や地域に豊かさを

もたらすとともに、新たな視点を気づかせ、新しい価値を見いだし、時

には社会をも変えていくものであると考えている。言い換えると、アー

トは、まちを映す鏡となり、まちを見直す、まちに注目する、まちを考

える潤滑油となるものである。

浦安のまちを舞台に様々なアート活動に取り組む中で、市民の皆様に

浦安のまちを、そして、まちでの出来事を感じ、体験し、行動してもら

い、この活動をきっかけに幅広い分野で多様な主体が出会い、それぞれ

の価値観が尊重される機会を創出するとともに、地域や社会の課題解決

につなげていきたいと考えている。この事業については、浦安市実施計

画として行うものである。

令和４年度の主な取組としては、キックオフということで講演会と、

アートワークショップ等を開催する予定である。

以上である。

鈴木教育 長 それでは、ただいま説明がなされた、（仮称）浦安アートプロジェク

ト事業について、意見、こんなのがやれたらいいのではないかとか、こ

ういうものを知っているということがあれば、お願いしたい。

宮 道 委 員 東京藝術大学と浦安市の取組というのは非常に面白いと思う。やるこ
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とが結構先手、先手だなといったところも正直感じている。実は今日、

私が少し関与している者として、紹介したいと思っているのが、西のほ

うになるが、岡山大学とベネッセが一緒になって、2020年から３か年計

画で、瀬戸内サステイナビリティ＆ウェルビーイング研究プロジェクト

をやっている。これはアートプロジェクトで、島民が、岡山県と香川県

の間に浮かんでいる島を拠点に、ベネッセさんがそこに宿泊施設も持っ

ていて、そこの島民を対象に、芸術祭などをその拠点でやることで宿泊

をしてもらったり、地域の人との交流を図ったりということをやろうと

しているところである。そこに住んでいる人たちが、より幸福感を持っ

て生きられるような場になるかどうかといったことを、調査を含めて、

今やっているところである。

今回、藝大と浦安市の取組の中でいうと、単に芸術祭を２年に１回と

か３年に１回開催するというのではなくて、ぜひ学校であるとか、あと

は公民館とか、そういった地域の人たちの集まるところ、そういったも

のを拠点にしながら、交流ができるような場、ダイバーシティーでいろ

いろな方が混ざって能力も発揮できるような、例えば、障害を持たれて

いる方が、障害者であるということのレッテルではなくて、芸術的な能

力があるアーティストだねみたいなことが、こういった取組の中での狙

いの１つにも入ってくるとは思うが、そういったことも考えながら、ぜ

ひ浦安の学校や公民館などを中心に、地域の人たちが人と人とのつなが

りを深めながら、より幸せに生きていけるような環境がこのプロジェク

トでできると非常に良いのではないかと私は思った。非常に期待してい

るところである。

鈴木教育 長 ありがとうございました。

宮 澤 委 員 まだ概略だが、非常に面白い試みだと思う。何に変化を求めようかと

いうことよりもやってみようということで、そこで何かが起きていくの

だと思う。工事現場で、フェンスにただ普通に、これはマンションを造

っていますというのではなく、そこにいろいろ絵が描かれるようになっ
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てきて、すごく印象が変わったという話を聞いている。また、自分の経

験の中で、サッカーの合宿所やグラウンド、そこをつなぐ森などそれぞ

れの場所で感じたことを覚えていて、今回のプロジェクトでも同様に、

あそこには何があった、僕は小さいときはあれを見た、そういったとこ

ろで、人が変化していったら面白いなと感じた。今後どうなるのか楽し

みである。

鈴木教育 長 ありがとうございました。宮澤委員の意見で出たように、確かに昔の

工事現場って危険だから、ここから中を見せないような単なるフェンス

だけだったのが、今はいろいろなアートが描かれていたり、それによっ

て町の中でも工事現場を馴染ませるようにする取組だと思う。

ただ難しいのは、今、皆さんのイメージがぼんやりとしていて、これ

から藝大さんとのいろいろな可能性がすごくあるのだが、具体をどうし

ていこうかと、まちづくりもそうであるし、人づくりも宮道委員が話し

たように、障がい者や、子ども達、お年寄りなど、本当にいろいろ可能

性があるだけに何を持っていこうかというところで悩んでいる部分もあ

ると思う。何か意見はあるか。

影 山 委 員 アートの件だが、非常に私はアートから遠い人間で、なかなか分から

ないのだけれども、ただ、せっかくやるのだったら、とがったものをつ

くってもらいたいというのが１つ、個人的な感想である。

その際に、素人がああだこうだ言うと、なかなかとがったものはでき

ないと思うので、ぜひ、ある意味、そういった関心があるというか、当

事者が好き勝手にやれるような、そういった環境を応援できたらと思っ

ている。

鈴木教育 長 ありがとうございました。事務局のほうは何か意見あるか。

増田生涯学習部長 これまで市民経済部にいて、地域コミュニティの担当をしていたので、

そこの地域とアートをどうやって組み合わせていくかというのが大事な
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のではないかと思う。市民をどのように巻き込むのかと。個人的に重要

だと思うことは、手段と目的を間違えてはいけないということで、アー

トプロジェクト事業をやるのが目的ではなく、これはあくまでも手段で、

その中で、浦安のまちを豊かにつくっていくということが大きな目的だ

と思っている。焦り過ぎて結果だけを求めていくと、どうしても人とい

うのは近道したがり、近道しようとすると本質というのを見失っていっ

てしまうのかなと思うので、そこの本当の目的を見失わず、業務を進め

ていければと思う。

鈴木教育 長 ありがとうございます。今、大事な部分で、目的と手段、意義といっ

たことを大事にしていきたいということと、先ほど宮道委員が述べてい

たように、一過性で終わるのではなくて持続が大事だということも、ま

た一つ、このテーマの中に入っていくのではないかと思う。これからス

タートなので、また、経過報告を教育委員の皆さんのほうにして、その

時々で意見いただければと思う。

吉 野 委 員 私は、これを読んで、初め全然よく分からなかったが、皆さんの話を

聞いたら、こういうことだというのが何となく分かってきた。アートと

いったら音楽も絵も何もかも入るのだと思うが、例えば、ヨーロッパで

は、原っぱで音楽をやっているのを普通の人がふらっと通りかかって聞

いて、食べながら聞いたり、それが生活の中に入っている。そういうこ

とが広場でできるとかであったら、すごく楽しいのかなと思う。

また、芸術品に関しても、展覧会に行かなければ見られないとかでは

なくて、ここでもやっているのだといったことをすると、いいのではな

いかという感じを受けた。

鈴木教育 長 ありがとうございました。

それでは、次に、議事の第５．報告事項に移る。報告事項の１及び５

ないし10については、配布した資料をもって報告とさせていただく。

報告事項の２ないし４について、事務局からの説明を求める。まず、
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２について、事務局にお願いする。

石川指導課長 いじめ相談について、令和３年度の電話相談件数は７件、メール相

談は３件であった。先ほどいただいた意見を基に、いじめ相談を充実し

てまいりたいと思う。

続いて、スクールカウンセラーによる教育相談について、令和３年度

の電話相談が、小学校327件、中学校176件である。引き続き、スクール

カウンセラーによる相談を充実してまいりたいと考えている。

佐瀬教育研究センター所長 資料の８ページ、９ページを御覧いただきたい。

いちょう学級での学習支援について、令和３年度の猫実、入船の学習

支援の利用者は、合計で73名となっている。また、教育相談については、

猫実が116件、入船が105件、合計221件となっている。この件数に対して

行った相談回数は、猫実が1,891件、入船が926件となっている。

入船のほうが、令和２年度よりも減少した理由としては、育児休業を

取得している教育相談員１名分の代替が見つからなかったため、１名で

の対応となり、件数の減につながった。ただ、これについては、入船教

室の教育指導に当たっている者が協力を行い、相談内容等について対応

できるような体制をとった。

訪問相談については、家から外へということをまずは１つの目標とし

て行っているが、コロナの影響で、訪問相談が難しい状況となっている。

相談に当たった人数は19名、相談回数は1,617回だが、訪問して相談を行

った件数は、令和２年度よりも大分減り、来所相談のほうが増えている。

今後、コロナ禍の中で、どのような訪問相談を行っていくのかを現在、

いちょう学級と教育研究センターで話し合っているところである。

現在、３年以上のひきこもり状況にあるお子さんが６名いるので、そ

ういうお子さんについても、今後、教育研究センター、いちょう学級で

協力していきたいと考えている。

続いて、本日、追加の令和３年度まなびサポート事業実施状況報告だ

が、令和３年度の就学相談ということで、入学するお子さんについて、
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行った就学相談である。市内の特別支援学級に就学するお子さん、それ

から県立の特別支援学校に就学するお子さんについては、就学相談の結

果として、表１にある人数が今年度、就学している。

また、在学、進学、進級に当たって、転籍した生徒、児童も何名かい

る。令和３年度の特徴として、支援学級から通常学級に転籍するという

お子さんが数名いた。こちらについては、入学当初から計画的に支援学

級でまず学び、きめ細かな指導、支援を行いながら、何年後かに通常学

級へ戻るということを見据えて支援を行ってきた結果、今年度、通常学

級のほうへ籍を移している。

学校支援については、今述べたように就学相談を行った生徒さんを、

引き続き、まなびサポートが学校での支援を行っている。

学校体制づくりについては、特別支援教育コーディネーターを中心に、

校内での特別支援教育が推進される仕組みづくりを昨年度も行い、充実

した特別支援教育が進められている。今後も組織的、計画的な支援教育

の推進のために、サポートしてまいりたいと思っている。

個別の支援計画、指導計画については、昨年度より開始した学習支援

室活用推進教員の方たちが学校で指導支援を行う基にするということで、

作成を進めてきた。

特別支援教育の環境整備の状況については、令和３年度は高洲北小学

校にすまいる学級を開設した。令和４年度は、富岡小学校にすずらん学

級という特別支援学級が開設された。これにより、市内の小学校では、

あと２校が未設置校となっている。今後も計画的に整備を進めていきた

いと考えている。それから、通級指導教室については、大変ニーズが高

まっており、令和３年度に、ことばときこえの教室が日の出南小学校と

南小学校に、ＬＤ・ＡＤＨＤ等の通級教室が日の出小学校に巡回校とし

て開設された。今年度も引き続き、巡回校で実施していく。

ことばと支援教室を持っている浦安小学校が、これまで１つの教室だ

ったけれども、教員が２名となり、今年度は２教室設置することができ

るようになった。また、ＬＤ・ＡＤＨＤ等の通級指導教室は東小学校に

１教室あったが、こちらも教員の１名追加の配置があり、２教室実施で
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きるようになった。今後も充実した指導を行っていきたいと考えている。

学習支援室について、昨年度、学習支援活用推進教員が配置され、小

中学校にある学習支援室の活用が大変大きく変わり、小学校120名、中学

校55名のお子さんが、指導支援を受けることができるようになった。

説明は以上である。

鈴木教育 長 続いて、報告事項の３及び４について、事務局からの説明を求める。

石川指導課長 まず、令和４年度浦安市教育委員会学校訪問実施要項について、今年

度は小学校４校、中学校３校の学校訪問を予定している。内容に大きな

変更点はないが、デジタル教科書を活用した授業展開の実施と、令和３

年度より実施のリーディングスキルテストの中学校区における結果を学

力分析に活用し、指導に生かすことを依頼している。

次に、令和４年度浦安市教育委員会幼稚園・認定こども園訪問実施要

綱について、今年度の訪問は、幼稚園が３園、認定こども園が４園の計

７園を予定している。市教育委員会が健康こども部とともに、各園の訪

問を行う。

説明は以上である。

鈴木教育 長 それでは、第５ 報告事項全般に対する質問を受け付ける。何かある

か。

まず、私のほうから、教育研究センターの報告内容で、訪問相談員が

直接訪問を通して感じていることに、子ども達には学びたい気持ちがあ

る、ということがあった。これはとても大事なことで、学びたい気持ち

と訪問のタイミングが合うと、関係がより深まっていくと感じている。

訪問相談員のこの感覚はとても大事だが、何か具体的な事例、例えば、

子ども達の学びたい気持ちと訪問のタイミングが合ってうまくいったと

いうのはあるか。

佐瀬教育研究センター所長 これについては、教育長からもあったように、訪問相談員の担当者が
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肌で感じている内容となっている。訪問できる機会が減ってしまったの

だが、具体的には、お子さんと学習だけでなく趣味的なこと、将棋や、

ゲーム、運動など、そういうものも取り入れながら、子どもと関わって

いる。

その中で、ちょうどお子さん達が、例えば、将棋とか、そういうもの

で知りたいという気持ちがあったときに、担当の指導者が、そういうも

ので支援を行って、そこから先につながりが広がっていくということだ

とか、運動などについても学びたい気持ちを持っているというのは、そ

こがきっかけとなって次につながっていくことを感じているという話を

伺っている。

鈴木教育 長 今のはすごく大事なことだと思う。学校に来られない子どもに、すぐ

勉強と言って学校の勉強だけが勉強みたいなことではなく、その子が何

に今一番、興味を持っているのか、そういう意味では、次にある不登校、

ひきこもり傾向が複雑化、困難化している中で、子ども達の学びたい気

持ちを支援していくことと、繋がってくると思う。先ほど報告にあった、

３か月以上も全然会えていない６名の子どもとどう出会えるかと、そこ

のところでも、もっと外堀を埋めていくみたいなことがヒントになるの

ではないかと思う。教科書とかではなくて、世の中にはもっともっと知

りたいこと、学びたいものがあると思う。後からでも、教科書にあるよ

うな知識は学べるのだから、子どもが今、１人で悶々と部屋の中で何を

しているのか、その辺りが、もしかしたらヒントになるのではないかと

思うが、皆さんのほうからいかがか。

宮 道 委 員 今日、アートプロジェクトの話もしたが、あれも１つのきっかけにな

るのではないかと思う。学校にすぐ来れなくとも、例えば公民館でもど

こでもいいよと、勉強でなくても、例えば、絵を描く、スポーツをする、

その選択肢のうちの１つに、織り交ぜながら展開してみるということは、

非常に良いのではないかと思う。

要は、何か意欲を持つきっかけをこちら側から提供した中で、サポー
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トしていくことが、繋がっていけばいいなと今、話を聞いていて感じた。

宮 澤 委 員 学校という単位ではないところでの子ども達の居場所で、大人や違う

子と一緒に何かできるという場がとても大事だと思う。学校の中でもス

クールカウンセラーさんの役割というのが非常に大きくなってきた。

例えばサッカーの世界でも、外国のチームには必ずカウンセラーさん

がついていて、誰が相談しに行っても、大きなゲームの前に相談しに行

ってもいいし、それが普通に行われている。ところが、日本ではそうい

ったことが本当に少なく、今、やっと必要なんだと認められてきたとこ

ろであり、学校以外でもカウンセラーさん役割の大きさを感じている。

スクールカウンセラーさんがいてくれることによって、つなぎ役にな

るというのは、良いことなのだろうなと今、つくづく思う。

鈴木教育 長 ありがとうございました。

吉 野 委 員 訪問相談員という方はカウンセラーなのか。

佐瀬教育研究センター所長 そうである。臨床心理士の資格を持った者と、学校管理職経験者がチ

ームとなって行っている。

吉 野 委 員 それならば、例えば、たまたま訪問した子とすごく気が合ったりする

と、きっといい結果が表れるのだろう。なので、もし１人目が合わなけ

れば、２人目を向けてみるなど、そういうことをすると、マッチングが

良いのかもしれないと思う。

鈴木教育 長 ありがとうございました。確かに、人と人であるから相性も大切なこ

とだと思う。

他のところで質問、意見等あるか。

影 山 委 員 今の関連で１つお願いしたいのだが、本当に焦らずゆっくりやってい
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くのが重要なのかなという気がした。先ほど教育長が述べたように、学

ぶことはある意味、遅くてもできるので、本人の資質が傷ついたり、や

る気がなくなったり、マイナスにならないような形で、場合によっては

時間をかけてやっていくしかないのかなという気がした。

それとともに、後のほうの資料で出てくる、昆布だしとかつおだしの

話のように、別に高校入試にも大学入試にも、あるいは社会人、入社、

会社に入っても役立たないけれど、こういったものは非常に大事な話だ

と思っている。学ぶというのは、狭い意味で学力をつけるというだけで

はなくて、それ以上に生きていく中で賢くなるということだと思うので、

学ぶということは広く捉えてもらい、子ども達が好きなことから、何ら

かのきっかけを使って徐々に改善していき、社会に復帰できるようなこ

とをぜひお願いしたいと思う。

鈴木教育 長 ありがとうございました。今の皆さんの意見を、教育研究センターの

訪問相談員などと一緒に共有できればと思う。

それでは、次に、議事の第６．に移る。先ほど宮道委員のほうからは、

岡山大学との話があったが、ほかに何かあるか。

吉野委員、最近の子ども達の感染状況等はクリニックで感じているこ

とはどうか。

吉 野 委 員 やはり子どもさんが結構来ている。私のクリニックは発熱外来をやっ

ていないため、たまたま来てしまった人に限っているが、検査ですごく

引っかかっている。少し症状がある程度と思っても、結構陽性になる。

そのため、風邪なのではないかという人の中に、恐らくたくさん隠れて

いるのだろうと思う。少し具合が悪かったら休んでもらうのが一番いい

かなと思う。日本人は働き過ぎて、無理して出かけるという風土がある

が、できれば、ウィズコロナの時代は、１週間は休むというのを合言葉

に、小学校の子どもも少し変だったら、１週間お休みということを理解

するような社会にならないと、これは落ち着かないのかなと思っている。

それと、浦安自立未来塾の報告を読んでみたら、最初はどうなるか分
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からないと思っていたお子さんたちが、日を追うごとに目覚めて、こう

やってやればいいのだと分かったということを皆さん書かれていて、こ

れからも引き続きやってもらえたら良いなと感じた。

鈴木教育 長 ありがとうございました。自立未来塾は、それこそ今度、指導員の方

たちと人間関係ができてきた結果、今年、少しやり方を変えるものであ

る。事務局のほうからはいかがか。

北嶋生涯学習課長 令和３年度においては、学習習慣をつけるために隔週で行われている

数学と英語の両方に参加するようにということで、毎週参加にしていた

が、令和４年度からは英語でも数学でもどちらでもいいので参加をして、

学習習慣をつけて学習支援ができるような形に変更した。

以上である。

鈴木教育 長 習慣づけるために、数学をやりたかったのだけど、無理やり英語もや

らされていたというのがあったので、今年度からは、自分でやりたいも

のを、両方選んでもいいし、学びたい教科を学ぶということで、当たり

前にしていきたいと思う。

それでは、議事の第７．その他に移る。先ほど追加で承認いただいた、

令和４年浦安市教育委員会第１回臨時会の議案に対する質疑及び回答に

ついて、事務局より説明を求める。

まず、私のほうから、今回、教育次長職の新設について質問があった

ので、説明する。

私は教育長に就任したときから、学校教育と社会教育を融合させたい

ということを述べている。何のために学んでいるのか、学校教育の学び

の質を変えていかなければならないということを、私は教員をやってき

てずっと思っていた。

まさに今の子ども達は、先ほど影山委員が述べた、狭い学力観で、学

校の中での学びしかしていない。私も教育長職になってから社会教育、

いわゆる生涯学習スポーツの分野のほうに随分、顔を出させてもらい、
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非常に地域に高い教育力、ポテンシャルがあることを感じている。また、

社会教育に携わっている方々も若い人材を求めているということもあっ

たので、ぜひ学校教育と社会教育、本市では、教育総務部と生涯学習部

の両部をまたがって統括することが必要と感じていた。そこで市長もま

さに同じような考えを持っていて、教育次長職を設けることにより、教

育委員会の組織管理を手厚くするということになった。これは常設の職

ではないが、今回、醍醐前教育総務部長にこの職で両部を統括してもら

いたいということで、職を設置させていただいた。

続いて、次の件について、事務局から説明する。

醍醐教育次長 今回、教育経験者が公民館長になるという新しい取組をさせていただ

いたが、これも学校教育と社会教育の連携を狙ったことなのかという趣

旨の質問をいただいた。

これについては、学校と家庭、地域、行政と連携して、地域で子ども

を育む取組をずっと続けている。また、小中連携一貫教育、その前の幼

保小中、この取組も既に行われている。ようやく点から線になってきた

というところであるが、今後は点から線、線から面へということで広げ

ていく考えである。

地域の拠点の１つである公民館、これは大事な役割を果たすため、そ

こに教育経験者、また校長先生を経験された人材をそこに充てるという

ことは、大きな前進につながるということで今回、元校長先生を公民館

長にさせていただいた。

次に、浦安市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例施行

規則の制定に関して、規則第７条中の、教育長が特に必要になると認め

るときはこの限りでないという文言について、これがどのぐらいの範囲

のものが認められるものなのか、また、現状どのぐらいケースがあるの

かという質問をいただいた。

教育長が特に必要があると認めるときはこの限りでないという文言は、

災害等によって、被災されて給食費の支払いが困難な状況が見受けられ

たときに、内部手続をしてもらい、臨時的に納期限を延長する、変更す
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るということを想定している。したがって、現在、この規定に該当して

いる方はいないという状況である。

以上である。

鈴木教育 長 それでは、ただいま説明がなされたその他については、承認いただけ

るか。

（「はい」の声あり）

鈴木教育 長 異議がないので、その他 令和４年浦安市教育委員会第１回臨時会の

議案に対する質疑及び回答については、承認された。

以上で、令和４年度浦安市教育委員会４月定例会を閉会する。

閉 会 （午後４時20分）


